
 

 

 

平成２１年度第２回愛知県後期高齢者医療制度に関する懇談会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知県後期高齢者医療広域連合総務課 



  

１ 開催日時 

平成２２年２月１日（月）午後２時から午後４時まで 

２ 開催場所 

国保会館北館５館 中会議室 

３ 議事の表示 

（1）開会 

（2）事務局長あいさつ 

（3）前回欠席委員紹介 

（4）事務局からの説明及び意見交換 

ア 平成22年度及び平成23年度後期高齢者医療保険料について 

イ 平成22年度愛知県後期高齢者医療広域連合予算案の概要について 

ウ 後期高齢者医療制度に関する国の動向について 

（5）閉会 

 

４ 出席者 

（1）委員 

被保険者代表 寺尾 登 

被保険者代表 清水 冨士子 

被保険者代表 久木 好子 

被保険者代表 河村 節子 

被保険者代表 山田 兹通 

被保険者代表 石川 満清 

医療関係者代表 柵木 充明 

医療関係者代表 兜森 正道 

医療関係者代表 浅井 彦治 

保険者団体 鈴木 英範 

保険者団体 渡辺 誠 

学識経験者 井口 昭久 

（2）事務局 

事務局長 羽谷 篤 

事務局次長 村井 昭文 

総務課長 加藤 日出次 



  

管理課長 黒柳 哲禎 

給付課長 鈴木 敏夫 

出納室長 山田 茂 

総務課庶務グループリーダー 牧之瀬 篤史 

管理課保険料グループリーダー 早川 直厚 

 

５ 会議の要領 

（1）開会 

総務課長 （開会を宣言） 

（2）事務局長あいさつ 

事務局長 （あいさつ） 

（3）前回欠席委員紹介 

総務課長 （委員を紹介） 

各委員 （各委員があいさつ） 

（4）事務局からの説明及び意見交換 

ア 後期高齢者医療保険料について 

【管理課長】  （資料1に基づき説明） 

【座長】  どうもありがとうございました。何か今の説明に対してご質問のある方はお願いい

たします。 

【委員】  ４ページのところですけど、保険料は所得に応じて軽減される仕組みが得られてお

りますけれども、普通の国民健康保険の場合は軽減というのはない訳ですか。 

【管理課長】  国民健康保険も軽減がございます。国民健康保険につきましても、７割軽減、

５割軽減、２割軽減という形で軽減がされておるということなんですけれども、その区切り方の

ほうがちょっと手元の資料ではすぐ出てこないんですけど、そういった軽減が所得の低い方には

国民健康保険の方でもなされているということでございます。後期高齢者の場合はこういう形で

制度が、高齢者も最初は７割、５割、２割ということだったんですけど、その軽減の割合をアッ

プして今現状続いておると、こういうことでございます。 

【委員】  ３ページのところですけれども、後期高齢者の負担率というのは、全国のものです

か。それとも愛知県のものですか。 

【管理課長】  全国の７５歳の人数とそれ以外の現役の保険のほうに加入されている方の人数

割合を見まして、そこで国のほうの計算で７５歳以上の方が一定増えるのと、７４歳未満の方の

部分で伸びがそこまでいかないと、伸び率の差で後期高齢者の割合のほうが増えていくという形



  

で１０％が１０.２６％ということです。 

【委員】  これは県による歳費というのはないの。 

【管理課長】  ないです。これは国の政令のほうで全国的にこの率でいきますよという形で決

められてくる。 

【委員】  これは政府の調整は全くなし。 

【管理課長】  ございません。 

【座長】  ちょっと教えていただきたいんですが、一番最初の１ページ目なんですけど、医療

費総額の伸びが、総額の伸びは２０％、１人当たりの額は１１.６７％、この差はどうして生ま

れるんですか。 

【管理課長】  医療費総額というものにつきましては、被保険者の方全体の医療費の総額とい

うことでございますので、ここで申し上げますと最初の被保険者の方々が７.８７％伸びており

ますので、１人当たりで１１.６７％という形での伸びの部分が足し込まれる計算になりまして、

全体として医療費の総額がこれだけになるということでございます。私どもが管理といいますか、

見ております医療費の部分で加入されるという方が増えるものですから、一人一人の額もまた増

えて、その部分の両方の両輪で全体の額も増えてしまうと、こういう形です。 

【座長】  ついでに、その下の医療費給付総額というのがありますね。これもえらい差があり

ますね、これの１人当たり。これも同じことですか。 

【管理課長】  これも同様でございます。 

【委員】  ４ページの説明ですが、４.９５今度は上がりますよということですが、このパタ

ーン表以外のところへ行った場合でも５割とか２割とかいろんなものがありますね、それぞれ、

パターンによって。ここがこの間、中間に上がったらどうなりますか。 

【管理課長】  例えばこの２５０万のケースの方でご主人のケースで１１万２,２００円なん

ですけれども、１１万７,９００円ということで、これは１人当たりの保険料が５.０８％の増と

いう形になります。先ほど申し上げました４.９５％というのは、全体の保険料の額を全体の人

数で割っておりますので、所得の低い方の伸び率は低くなるんですが、一定の所得を持つ方につ

いては一定の伸び率になってしまうという形になります。それで所得割額という形でかかってく

る部分もあるものですから、そういった形でなだらかなカーブで上がってしまうという形になる

ということです。 

【委員】  固定資産は入りませんね。 

【管理課長】  固定資産は入らないです。 

【局長】  ですから、基本的に年金所得の２３８万までの方は均等割のところで軽減がかかり

ますので、それぞれのモデルで２割軽減、５割軽減、8.5割軽減で額が違ってくると。それ以上



  

になりますと均等割はもう軽減がかかりませんので、あとは所得が伸びればその率で保険料は上

がっていくと、こういう形になると思います。 

【委員】  ２２年度と２３年度は同じ額ですよね。２５年４月に変わるという予定をしておる

と、あともう一度変更の時期が来ますよね。そのときに取り崩して残るのが２０億円ですね。そ

れでやると最後の１年というのは大幅に上がるおそれがあるんじゃないですか。 

【局長】  これは２５年の４月からなくなるということで、最後に１年間だけ残る訳ですね。

だから、国のほうもそこら辺は十分承知しておりまして、こんな形で今回基金の積み込みをした

んですけれども、最後の年は１年です。それから、２０億残してあると。さらに、２０億に今度

は２４年の１年間の積立金がまた別途入ってくるということで、おおむねそれを活用すれば保険

料を抑えられるのではないかと。新たな積み増しまでは考えなくてもいいのではないかというこ

とを今の段階では厚生労働省の方は申しておりますので、多分あと２年後は大丈夫ではないかと

私どもも思っておりますけれども、そんな形で先のことは分かりませんけれども、国のほうは考

えておるようでございます。 

【委員】  今回も考えて取り崩して、しわ寄せがめちゃくちゃ来ないかなと思いまして。 

【局長】  ただ、私どもも変な話、最後は清算をすることになります、これは。そうすると、

国と県には残った額の３分の１ずつを出しますけれども、私ども広域連合にいただいてももう私

どもは清算されちゃいますので、私どもにいただいてもちょっと事務が煩雑になるので、保険料

のほうでしっかり下げていただくというふうに使っていただいたほうがいいのではないかなと

いう気はしていますので、最後は全部使って保険料をチャラにさせていただけたらという気はし

ております。これはまだ３年後のお話でございますので、申し訳ないです。 

【座長】  ほかに何か。 

【委員】  ４ページのところでそのままですが、所得割が当然出るんですよね。 

【局長】  出ます。 

【委員】  それって双方難しい計算なんですか。 

【局長】  モデルケースとしてはそれぞれ出せることは出せるんですけど、ただ、今の制度は

奥さんが幾らとってもらっておる、だんなさんが幾らもらっておるという合算した上で保険料を

計算しますので、だんなさんの計算をするときにも奥さんのほうに幾ら入っておっても世帯で計

算しますので、一番計算しやすいということで奥さんの分が反映されない部分を整理して８０万

円以下というふうにさせていただいています。 

【委員】  でも、奥さんが６０から。 

【局長】  そういう形でやらせていただきますので、多分入れますとあらゆるいろんなケース

で出てきますので、ちょっと簡単にしたということでこういうふうにやっております。 



  

【委員】  ちょっと僕が気になったのは、だんなは７５歳で奥さんは７５未満という場合の、

奥さんが例えば現役で払われておった場合の収益相当分、これは多分国保以外ですね。国保とい

うか、社保か何か入りますよね。こういう場合、全く奥さんというのは関係なくなるんですか。 

【保険料GL】  奥様が後期高齢者でない場合は、奥様が世帯主でなければ保険料計算上は全く

関係ない。 

【委員】  独身の方はすべての所得で計算されるのか。 

【保険料GL】  はい、そういうことになります。 

【委員】  これは年金所得以外の所得はどうやって把握されるのですか。 

【局長】  これは私どもで市町村と連携しておりますので、市町村の所得情報、こういうもの

で情報がいただけますので、それは私どもで分かるようになっています。 

【委員】  先ほど座長が質問した保険料について、これは特に基本的には加入者が増える部分

が７.８％で、これと算定期間、要するに２３ヶ月と２４ヶ月で４.３５％で、それで合わせて１

１.６７％だよというような説明を受けたんですが、そういうことでいいですか。 

【管理課長】  全体の伸びでございます。この括弧内の１１.６７％と。 

【委員】  括弧内の、１人当たり。 

【管理課長】  これは１人当たりでございますので、全体の１人当たりの医療費として年間そ

れぞれの方が残りとしてかかる部分が医療費単独で７．１％という。 

【委員】  僕の言っておるのは、１人当たりというのは基本的には算定期間の４.３５％しか

ないもので、あとの７％、７.３５％はどうしちゃったのという話を聞きたかったんですわ。 

【管理課長】  実質的な部分としては、この４.３５％分も１人当たりの額のところには乗っ

ておる形になるものですから、ですので、単純な部分として、これを２３カ月と２４カ月として

見ますと実質的な部分としては医療費の伸びは７.１％という形になるということです。ですの

で、これは２３カ月の分と２４カ月の分で比較しておりますので、それでいきますとその部分と

しての伸びが、一月分多い伸びがここへ乗っておるというのはそのとおりです。 

【委員】  その中に４.３５は入っていますでしょう。 

【管理課長】  そうです。 

【委員】  あと残りの７.３２というのはどこのものですか。 

【管理課長】  それが１人当たりの医療費の純増分ということになります。 

【委員】  ここに出るの。 

【管理課長】  はい。そういうことです。 

【委員】  ここには例えば２２年度に医療費改定があった。それが何％あったと、そういうと

ころですか。 



  

【管理課長】  違います。今２年間経過している中で、毎月毎月１人当たりの医療費の額が伸

びてきておりますので。 

【委員】  その中身を聞いておるんです。１人当たりが伸びる原因として、医療費改定があっ

たり、そういう意味の要因があるはずですから、例えば1人当たりの受診率はどうだ、とか、１

件当たり、１日当たりはどうだとか、そういうのがありますよね。受診率だとか１人当たりいく

らとか、それはどういうふうに見ておるのかなと思って。 

【局長】  それの分析は非常に難しい話でございまして、私どもはもう単純に医療費の伸び率

の見込みだけで母数を押さえますので、ベースをですね。その後１人当たりの医療費がどういう

要件で伸びておるんだというのは、例えば被保険者層は分かりますけど、受診者数が例えば１０

人のうち９人がかかっているのか、８人がかかるようになって増えるのかとか、そういう分析ま

でちょっとしていないものですから、なかなか今の１人当たり医療費が伸びておる原因は何だと

言われると若干辛いところがございまして、ただ、診療報酬の改定は見込むべきだと思うんです

けど、私どもが国のほうに確認をいたしましたら、今回は非常に伸び率が全体として尐ないので、

その分は私どもの計算の中での伸び率から見れば入る範疇だろうというふうには聞いておりま

す。 

【管理課長】あと国のほうからも医療費の伸び率が示されておりまして、おおむねそこに近いラ

インとは結果的になっているということです。 

【座長】  ほかにございませんか。それでは、またお話を聞いてからご意見を伺いたいと思い

ます。 

 では、２番目の平成２２年度愛知県後期高齢者医療広域連合予算案の概要について、それから、

国の動向についてお願いします。 

【総務課長】  （資料2、資料3に基づき説明） 

【座長】  どうもありがとうございました。 

 皆様方、ご質問はございますでしょうか。 

【委員】  教えてほしいんですが、先ほどから予算のところでも支払基金交付金、後期高齢者

支援金ですか。これの４割の問題はいろいろ物議があったんですけど、それなのに４割の負担が

決まっているということでしょうか。 

【局長】  ４ページの歳入の項目の上から、今のこちらの予算の概要の資料でございますけれ

ども、こちらの４ページでございますね。特別会計の歳入の区分の欄の一番上から４番目でござ

いますね。支払基金交付金、これが私どもへ入ってくるお金でございますけれども、これが今言

われました現役世代からの支援金ということで、４割相当分が一般的にはここで入ってきている

と。これはスムーズに私どもはいただいておるというふうに思っております。 



  

【委員】  それで問題はないと。 

【総務課長】  これは一定のルールに基づいていただいております。 

【局長】  そのお話では、組合健保なり、そこら辺が非常に破綻しちゃってやっていけなくな

っちゃうので、解散して協会けんぽに入ろうかという話でいろいろ話題になったところですから、

特に私どもも気にはさせていただいておるんですけど、あにはからんや、こればっかりは私ども

はいただくばかりだったものですから、制度的にどうだということは非常に苦しい立場でござい

ます。 

【委員】  事務長が言っていたけど、健保の破綻になる原因の一番大きな話だったですね、こ

れは。 

【委員】  この支援金が４４％というのは、これでいいんですか。４０％という割合について

は。 

【管理課長】  約４割ということで、これにつきましては各県の所得の状況だとか、いろいろ

な部分もあって、それが変わってきているものですから、全体として約４割ということなんです

けれども。 

【委員】  日本全体として。 

【管理課長】  はい。 

【委員】  愛知県はやっぱり企業が結構うようよと多いからということで、この割合が高くな

るということですか。 

【庶務GL】  済みません。ちょっと先ほどの補足なんですが、４４％ということなんですが、

１割負担の方につきましては、いわゆる４割負担、支払基金で若い方から４割負担いただくと。

だけど、現役並み所得、３割負担の方ですと公費のほうが入らないということで、保険料相当分

を除く９割ほどが若年の方からのご負担ということになりますので、そういった関係で４割から

増えて厚生労働省として４４％という数字になっているというふうには思われます。 

【委員】  ということは、要するに一律で７５歳以上は９割というふうに仮定をして、７割給

付という人が多い場合には余分に公費じゃなくて支援金が出ると、こういうふうに考えればいい

訳ですか。そういうこと。 

【庶務GL】  そういうことです。 

【委員】  だから、これが減ってくる訳ね。一番上の市町村拠出金のＡというところが。 

【次長】  仕組み的に公費負担を減らすという作戦です。 

【委員】  だけど、それは保険料と自己負担が入っておる訳でしょう。一番上の市町村の拠出

金に。 

【局長】  これは自己負担は入っておりません。保険料です。 



  

【委員】  保険料だけですか。 

【委員】  今の時代はむちゃくちゃ厳しいですよね。去年やその前あたりから、特に愛知県は

病院が多くなっちゃったんですかね。 

【委員】  保険料でそうすると２割近くいけるということかね、これ。そんなことないですか。 

【局長】  保険料と、それから、もう一つは、市町村は国の制度に基づいて総医療費の１２分

の１相当額を負担するという規定がございますので、その部分と保険料の部分で大体このぐらい

のものをいただいておると。 

【委員】  そうすると、この中で純粋な保険料というのは何％ぐらいになるの。 

【局長】  保険料は、ちょっとお待ちくださいね。 

【総務課長】その金額ですけれども、ちょっと棒読みいたします。５２,７４５,４０１千円、こ

れが保険料の市町村徴収金ということです。一部延滞金も入っておりますけれども、基本的にそ

の金額となります。 

【委員】  そうするとちょうど半分ぐらい。 

【局長】  そうですね。金額的には半分ですね。 

【委員】  そうすると、単年度でいくと９％ぐらい。 

【局長】  構成比でいけばそういう感じですね。 

【委員】  あとの残りは市町村からの保険分ということですね。 

【局長】  ですから、保険料と市町村の保険部分、それから、国からの金、県からの金も入り

ます。それは国庫支出金、県支出金の中にはこういう保険料相当に該当するものが入って参りま

す。 

【次長】  保険料が小さくなるというもう一つの要因は、先ほど説明した保険料の軽減という

のが相当大きくありまして、やはり高齢者の方は所得の尐ない方が多い訳ですので、先ほどの表

にありましたように、９割軽減とか８.５割軽減の該当者が相当多くなるということを含めて、

保険料というものが歳入の中に占める割合というのが比較的低い制度になってきているという

ことかなと思います。 

【委員】  被保険者の立場としてお話しさせてもらいたいんですけれども、これは非常に大変

な資料をつくっていただいて、見せていただいておりますが、分かっておるような、分からんよ

うな気持ちが正直な話でございます。 

 読んでいるとなるほど、というような感じでございますが、今日いろいろなディスカッション

をされます中で、先回１月１９日に三の丸庁舎でいろんな意見を聞きました。高齢者にとりまし

ては、本当にいろんな不足不満がいっぱい出ました。しかしながら、これを見せていただくとや

はり急に高齢になった訳じゃないんだから、健康保険だけでは、国民年金だけでは生活はできま



  

せん。だから、徐々に若いときから尐しずつ、今の若い方にお話ししたいと思うんですけど、子

育ての終わった時点ぐらいから先の高齢化を見越しておうちの中の財政を研究されることが一

番大切ではないかなと思っています。 

 みんな保険だけではできないと言って息子さんに頼ったりなんかしておりますが、それは情け

ないことだと私は思っております。だから、急に高齢にならないということを私自身、被保険者

も自覚しなきゃいけないということをつくづく考えました。ありがとうございました。 

【座長】  年金からの天引きがすごく問題になりました。その辺はどうなっていますか。 

【局長】  今、年金天引きで私どもの保険料をいただいておるのが大体率として５０％をちょ

っと超えている方が年金天引き、５８％ぐらいが年金天引きでいただいている。あとの４２％ぐ

らいの方は振替払いだとか、それから、納付書でお支払いをいただいていると、こういう状況で

ございます。国はもうちょっと早く年金天引きのお話をやりたかったんですけど、第１の批判の

的がいきなりお年寄りから何も言わずに年金から保険料を取るとは何事だというのが最初のご

批判の的だったものですから、そこら辺も含めて今会合をさせていただいておりますけど、そん

なような状況になっております。 

【委員】  この天引きにつきましては、一宮市は２つ選びなさいと。個々で払うか、あるいは

また天引きにするかという、選ぶように私たちはいただきました。だから、私はその５８％の中

に入っております。 

【局長】  ほんとうにお支払いをされる方は厳しい年金の中でのことでございますので、まこ

とに恐縮ですけれども、私どもの保険料という形で振替をさせていただきますので、よろしくお

願いします。 

【委員】  資料１の４ページの医療制度に関する懇談会の中のところで、高齢者側の関係のほ

うが、高齢者医療制度について大体この表を見て分かった訳で、一般の人たちは同じようになる

んですか。 

【次長】  国民健康保険について説明させていただきますと、この表の９割軽減と８.５割軽

減のところが国民健康保険の７割という制度になっています。ですから、この９割軽減と８.５

割軽減の７割を超す部分については後期高齢者の軽減が尐し手厚くなっているということがあ

ります。 

 それと、もう一つが、所得割額のところに５割軽減という三角形のところがあるんですが、こ

こも後期高齢者の制度で新たにつくられたという部分になります。 

 それと、一番下の米印に、説明の中でご説明したように激変の緩和ということで、被用者保険

の被扶養者であった方が後期高齢に入った場合は一定期間相当の軽減をやって、制度が急に変わ

ったことによる保険料の変動を緩和するような措置をとっております。 



  

【座長】  国の制度の動向について、移行する前に全部お金を使い果たしてしまうのでしょう

か。 

【局長】  新しい制度だとどうなるかだとは思うんですけれども、要は公費負担がどのぐらい

入れられるかというのが大きな問題だとは思いますけれども、多分消費税を上げないとやれない

んじゃないかと。これは個人的なあれですけれども、大変厳しい状況になるのではないかなとい

う気はしております。 

【座長】  これというのは１１月３０日の資料ですね、この前の対策会議の。これは多分一番

最初のときのやつの資料として厚労省の事務局が多分出したもので、発言の中では年代を６５歳、

前期と後期とあるけど、フルで６５歳以上と考えているという話もある。あと、７月に厚労省の

ホームページを見たときにその辺がいろいろ出ていなかったもので、どんなことを話し合われた

のかなということをまず教えてください。 

【局長】  私どもが承知しておる範囲では、まだ１月の時点では具体的にどこの、いわゆる６

５歳以上を含めた形でやるとか、それから、国保に入れ込むとか、そういう業務までは行ってい

ないというふうに聞いています。ただ、いつぞやの日経新聞ですかね。厚生労働省はこういう案

で何か固めたとかいう記事があるとき出たことがあるんですけれども。 

【座長】  そうですね。リークか何かで。 

【局長】  厚生労働省の方は私どもに対してあれは一切そんなことをやった覚えはありません

ということで、中でいろいろ検討しておる中でそういうのも１つ話は出たけれども、これを厚生

労働省はそっちの方向でこれでいくんだなんていうことは一言も言っていませんのでというこ

とで。 

【座長】  あれは厚労省がああやってリークして、世の中の反応を見ていいなと思ったらあれ

でいくというものでしょう。 

【局長】  座長、そこまでちょっと真意は分からないですけど、私どもは。 

【座長】  だから、評判が悪いと、いや、こんなことを言っちゃったけどという話になって、

意外に一般受けがいいとそれを乗せてくるということ。 

【局長】  ですから、１月の資料でもそれ以上のものは出てきません。 

【委員】  そこで問題なのは、夏にも中間のまとめを出さなきゃいかんもので、このスケジュ

ールを見るとかなりきついなと思うんですね。しかし、いろいろもう連合の人なんか聞いた、昔、

健保連が言っていた均一方式、均一方式というのはまだしてないし、だから、そういうことでこ

れをちゃんとまとめて一本にするというのはかなりきついんじゃないかと。 

【局長】  そうだと思います。今言われた連合の方の考え方はもう昔から突き抜け方式だと。

突き抜けでいくんだということを言ってみえますので、そこら辺のスケジュールを見ますと非常



  

にタイトなスケジュールで、本当に夏までに中間報告が出せるのかしらというのは、皆さんちょ

っと疑問に思っている部分もあるんじゃないかと。ましてや１年かけてほんとうに出せるのかと。

ただ、私どもはいろいろな折に吉岡課長にお聞きしますと、１年間検討して結論が出なかったら

３年やっても一緒ですので、絶対１年で出しますということは言っておりますので、その覚悟で

厚生労働省が動いてみえるというふうに私どもも思っております。 

 その後、２年かかって準備期間ということですので、私どもはそちらの２年のほうが非常に心

配でございます。制度が今回の私ども２０年のごたごたも政省令が決まって１年で準備して、い

わゆるコンピューターシステムを整備して、さあ、やれということでしたので、いまだにコンピ

ューターも不具合が生じておりまして、非常にご迷惑をかけていますけれども、そんな状況です

ので、私どもは１年ご検討された後の２年が非常に問題だなと。どういうふうになるのかなとい

うふうには心配しているのが今の状況でございます。 

【委員】  広域連合の予算案ということで今説明いただきましたけれども、これは最終的には

県議会でやられる訳ですか。 

【局長】  これは私どもの広域連合に議会がございますので。 

【委員】  広域連合の議会があるんですか。 

【局長】  はい。 

【委員】  私、そういう組織があることを知らないんだけどね。 

【局長】  そうですか。済みません。 

【委員】  そういう組織があるんですね。 

【局長】  私どもの議会がございまして。 

【委員】  愛知県だから県ではありませんね。 

【局長】  県ではございません。私どもの議会です。ただ、議員さんは、ブロック別の選挙を

経て、市町村議会の議員さんになっていただきまして、ここの議会が２月１０日でございます。

１０日に開催の予定でございます。その場でこの予算案をご審議いただくということです。 

【委員】  大体何名ぐらいで構成されているんですか。 

【局長】  ３４名です。 

【委員】  ３４名ですか。私たちは今日こうやって懇談会で資料を出していただいて説明を聞

いたということだけで、この案が非常に結構だからどうぞやってくださいということではありま

せんからね、これはね。 

【局長】  それは承知しております。保険料が上がる話でもございます。 

【委員】  保険料が上がったりなんかして、私、ここに資料を持ってきてありますけど、前に

も皆さん方にお配りした私の平成１５年からの所得の資料とか、公の負担ですね。どういうふう



  

に上がってきたのかということ。それで、我々は高齢者で私は８１ですからね。もうほかに収入

もありませんし、公的年金だけで暮らしておる訳ですね。それが、ここにも皆さん方に今お配り

してもいいんですけど、多分負担が増えるだけで年金は増えないんですよね。 

 そうすると、これだけ分は私らは生活費の中で切り詰めなきゃならない。生活費を切り詰める

ということは、すなわち健康が害されるということにもなりますよね。そうすると、健康保険組

合はそういう我々の健康を害するために健康保険をやっておるのかというふうに、極論にすれば

そういうことになりますね。 

【委員】  私もきのう実は自分の年金で計算してみたんですけど、二月でもらうお金が１年ご

とに減っていっていて、生活は大変苦しくなっております。 

 それから、もう一つちょっとお聞きしたいのは、きのう日曜討論をしておりましたが、社民党

の福島さんではない、ほかの女の方がこういうことをおっしゃっているんですね。医療保険はご

ちゃごちゃだから見直す必要があるとおっしゃって、それで国はこれを読ませていただいて３年

後と言っておる。今、政権を握っている社民党ですけど、この人がごちゃごちゃで３年で解決す

るのかなという、これを見ながらちょっと疑問を持ったんです。 

 きのう実は社民党に、電話してみましたけど、きのうは通じませんでしたので、一体どういう

点がごちゃごちゃなのか。それを一度社民党自身に回答してほしいなということを今思っておる

んですけど、私自身も初めて聞きまして、全部目を通して読ませていただきましたが、とても難

しくて分かったような、さっきおっしゃった、柵木さんがおっしゃるように分かったような分か

らんような、何しろ値段は上がっていく。生活は苦しくなっていく。それが現実ですね。年金を

もらっている者としましては。 

 それで、去年までは小牧市は全部年金から天引きできたけど、今年になってやっと年金天引き

が嫌だったら書類を出してくださいという書類が来ました。そういうような状態で、今までは取

れるところから取ってやろうというのが市の方針であったのかもしれませんが、国の影響だと思

いますけど、実情はそんなふうです。 

 以上です。 

【局長】  確かに、制度が変わってどういうふうに変わっていくのかという不安がですね。 

【委員】  そうですね。 

【座長】  ちょっとだけ説明したほうがいいですね。医療制度のあり方に関する案の一番後ろ

の完全な一元化素案として、それと右側に問題点とあって、地域保険を一元化した場合、事業主

の負担が軽減され、サラリーマンの負担が増えると。これはどういう意味ですか。 

【局長】  これはいわゆる被用者保険の場合ですと、今は事業主と本人が保険料を折半して半

分ずつ払っておるんです。これが地域保険ということでいわゆる職域保険でない。会社が関係な



  

いということになると、今までサラリーマンの方は企業が半分出してくれたのが自分で全部出さ

なきゃいかんということで、サラリーマンの負担が増えて事業主の負担が減ると、こういう表現

でここに書いてあることだと理解しております。 

【座長】  そうすると、雇用主は完全に負担しないということですか。 

【局長】  保険制度がそういうふうに変わってしまえば、そういうこともあり得るということ

でこれは書いてあるんだと思います。 

【委員】  今この問題を言い出すと、保険料の問題を言い出すと税制の問題が入ってくるんで

すね。だから、それじゃ税金の税制で所得把握というのはちゃんとできておるのという話。 

 たしか自営業というのはもう全然、サラリーマンは源泉ではっきり引かれていますけど、自営

業の方は基本的には結構優遇されて、６・５・３とか言われていますよね。だから、そこになっ

ちゃうんです、実はこういう負担の話をし出すと。だから、うちのほうとしては、もしそういう

ふうにするんだったらちゃんとそういう部分をしっかりしてよという税制の問題、そこまでクリ

アにして初めて収入をやりましょうという話をしておるんです。ただ、そういう意味ではすごく

大きな問題でして、保険料というのは。というか、このほうがいいという話じゃない。 

 これで先ほど河村さんが質問された社民党云々というよりも、医療制度がごちゃごちゃという

のは、要するに高齢者の部分を、共助とか自助とかありますよね。どれで見るのというのがまず

決まっていないんですよ。だから、それをちゃんと自民党の政権のときから高齢者については共

助だとか、扶助とか、自助とか、どういうアウトラインで進みますということなしに、ただ財源

でどこに負担させようかというところに先に立ってやっちゃったものでごちゃごちゃだと言っ

ておる訳で、結局今国がしておることは全部財源待ちになっちゃうんですよ。だから、そこの話

なんです。 

 ぐちゃぐちゃだというのはそういうところが、だから、社民党さんはもともと理念しか言わな

いからああいうふうに、だから、そういうことでちゃんとそういうふうに基づいてやれていない

んじゃないと、そういうことを言われたんだと思うんです。おそらく阿部さんという方でしょう。

ちゃんとした政策を出さなきゃいかん。理念だけで。そういうことを言っておると思ってくださ

い。 

【座長】  それでは、事務局で用意した議題以外で何かご意見がございましたらご発言願いま

す。 

【委員】  私ね、今年の所得税の確定申告をやらなきゃなりませんので、昨年１年分の医療費

の領収証を今整理しているんですが、どうなんですかね。私はこの３年間、医者にもかかってお

りません。何もかかっていないです。だけど、保険料を見ていただくと分かるように、そういう

ふうに保険料だけ払わされておるのね。それで、私の家内は病気しているものだから、その分だ



  

けずっと整理してみますと、お医者さんの診療のほうは大体１回に支払う額が４００円ぐらいで

すから４,０００円ぐらいなんですね。お医者さんがもらう分は、１割負担として。それに加え

今度は医薬分業で、薬屋さんのほうに薬をもらいに行きますね。そうすると１回分が１,３００

円ぐらいです。ということは、お医者さんにもらいに行くと１万３,０００円ぐらい薬代が要る

訳ですね。 

 幸いというか、残念というか、ずっと１年分やってみましたら総額で１０万円以下でした、私

のところが払った額が。１０万円以下ですとこれは所得税の控除対象になりませんわな。だけど、

私は結局目に見えないお金を負担しておるということですよね。だけど、それにつけても何か１

割というのはいいのか悪いのか、そこらのところもちょっと考え込んでしまうんですわね、私は。 

 それで、結局保険にかかっておるから安いんだということですけれども、そういうことになり

ますともう何でもいいからとにかく医者へ行けばいいんだという概念になりますね。だから、そ

ういうことは、我々も老人クラブという組織があります。老人クラブという組織の中で何が一番

大事だと。お金でもなけりゃ何でもない。とにかく自分の健康だということを会員に徹底して、

なるべくもう普通の天気のいい日にはうちでぐずぐずしないで、外へ出て皆さん一緒に遊ぼうじ

ゃないかということを今一生懸命やっておるんです。そういった組織活動は老人クラブに入って

いる人はみんな参加してやっておる訳。 

 ところが、老人クラブというのは会員が尐ないんです。せいぜいどうなんでしょうかね。名古

屋市の場合は２割を切れますね、加入しているのは。あとの８割はとにかくぐずぐずしておって、

病気になるとお医者さんにかかるということですから、だから、医療費がようけかかる訳ですね。

老人クラブで医療費をなるべく節約せよという訳ではありませんけれども、体を健康にしようと

いうことで運動をやっている訳ですね。そういった面をやはり老人クラブの会員だけはもうちょ

っと健康保険料なんかも安くしてもらいたいですよね。 

【委員】  健康だからいいんじゃないですか。結局健康でいらして、それでありがたいと思っ

ている訳でしょう。それを言い出すと、年代別だとゼロ歳からぐっと１５歳から２０歳くらいに

なって下がっていくんです。そうすると１５歳から２０歳ぐらいの人がおれは病気もせんで健康

保険を外してくれという話と一緒のことです。ただ、それはみんなで、保険ですから、何かあっ

た場合のために保険料を払ってという話で、例えば自己負担の話であれば、今１割負担の方であ

れば、入院した場合だけ１割で外来は２割、３割とすればそうすると病院をやめようかなと。だ

から、そういうことで受診抑制なのかということですね。 

【委員】  だから、お医者さんの控室で、あの人、顔を見ないけど、最近どうしたんだろうと

言ったら病気じゃないと言って、そういう話題になっちゃうんですよね。そうじゃなくて、お医

者さんのところへ行かなくなったということは、我々老人クラブからすれば皆さん健康になった



  

というふうに解釈したいですね。 

【委員】  逆に言えば、僕はお医者さんにそこで保健指導をやってよという話、病気を治すん

じゃなくて健康づくりのためのそういう指導、保険指導ってあるんだけど、ああいう保健指導の

部分をやれば、例えば血圧で月に１回来て、薬をもらいに来たついでに、こういう生活をしてね

ということを、医療じゃなくて、医療以外の保健指導という形で、何らかの形で、例えば実は健

診の付与で言っていますよね。あれをここに変えてそういう部門でやるとか、給付じゃなくて別

のそういう保健事業という形でやれば、僕はそっちのほうがいいかなと。そうしたら病院さんに

指導してもらってそこで保健が１つのそういう拠点になるんじゃないかと僕は思っています。 

【委員】  今、鈴木先生がおっしゃったように、私がお世話になっておる病院では、糖尿病の

方は個人指導、栄養士を招いて、そして典型的ですよ、それ。散歩、ウオーキングをずっとやら

れます。全国老人クラブ連合会一宮市老連でも、愛知県でも、健康づくりに一生懸命、今、おっ

しゃったように頑張っております。それは尐しでもみんな元気で老後を迎えたいと。お医者さん

にかかることを尐なくするという努力はみんなしております。ですから、健康であるということ

は幸せなことです。 

【委員】  だから、病院は病気を治してもらうんじゃなくて、病気の場合、健康をつくっても

らうと、そういう形がいい。だから、そういう診療じゃなくて、健康づくりのために月に１回は

こういう血圧に関するようなことの診療のあかつきについでにそういう生活習慣とか、実際にそ

れだけのスキルだとかノウハウはスタッフの問題がありますけど。 

【委員】  また、メンタルのケアも必要です。 

【委員】  そうですね。そういうトータルケアをしながらもやれば、そういうようなことも僕

はいいと思うんです。ただ、病院も今までは治すだけじゃなくて、健康をつくる場所ですね。そ

ういう位置づけでやるのがいいんじゃないかなと思いますね。 

【委員】  もらったお金を使わずにためておけばこれは貯金になります。お金は増えますね。

ところが、人間の筋肉というのはやっぱり使わなきゃだんだん減っていく訳ですよ。そこらのと

ころは我々老人クラブでいろんな会議で話し合って、なるべく外へ出て遊ぼうじゃないかと。ス

トレスも解消すれば活性酸素は逃げるから悪い病気にかからないよということでやる訳ですね。

ところが、今年見ていきますと、我々の健康に関する予算というのがちょっと今ねらわれておる

んですわ。遊んでいるんじゃないかというね。そうじゃなくて、老人は外へ出て遊ぶことを、ち

まちまうちでやっておらなくて、そういうことがということで私はもうこれから方針を変えてい

こうと思っていますけれども。 

【座長】  どうもありがとうございました。いろいろなご意見をいただいてありがとうござい

ました。自分のことを言ってなんですが、私は年末に骨折したんですね。それで入院したんです。



  

１６日間入院していたんですけれども、それで入院して手術して、結局自分で払わなくちゃいけ

ない額が１０万円くらいでした。これはアメリカやヨーロッパですと２００万とか３００万かか

ります。そういう制度をちゃんと持っていくというのはすごく大事なことです。 

【委員】  何か過激なことでもされたの。 

【座長】  階段のところで転んで。気をつけてください。 

【委員】  ロシアの男性の平均寿命は５６歳ですが、日本ではぐっと伸びますよね。それは医

療が発達していることと、老人が健康づくりに励んでいるということを聞いてきました。まさに

そのとおりだと思っております。健康保険があって私は喜んでおります。 

【座長】  ということで、以上で閉会したいと思います。 

【総務課長】  それでは、最後に当たりまして羽谷からごあいさつ申し上げます。 

【局長】  どうも本日はありがとうございました。この会議はまだ来年度も続けさせていただ

きますので、この場でしっかりいろいろお話しいただくのを楽しみにさせていただきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いします。どうも本日はありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 
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